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平成２６年２月２７日判決言渡 

平成２５年（行ケ）第１０２５１号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年１月３０日 

判         決 

       原      告   ステラ マッカートニー リミテッド 

       訴訟代理人弁護士   宮   川   美 津 子 

             訴訟代理人弁理士   廣   中       健 

             同          太   田   雅 苗 子 

       同          池   田   万   美 

       被      告         Ｙ 

       訴訟代理人弁理士   小   林   陽   一 

主          文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３

０日と定める。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が無効２０１２－８９００８３号事件について平成２５年５月１日にした

審決を取り消す。 

第２ 前提となる事実 

 １ 特許庁における手続の経緯等 

 被告は，別紙１のとおりの構成と指定商品の登録第５４６１１９９号商標（平成

２３年４月２０日登録出願，同年１１月２５日登録査定，平成２４年１月６日設定

登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。 

 原告は，平成２４年９月２５日，被告を被請求人として，商標登録無効審判請求
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（無効２０１２－８９００８３号事件）をした。特許庁は，平成２５年５月１日，

審判の請求は成り立たない旨の審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同

月１０日，原告に送達された。 

 ２ 審決の概要 

 審決の理由は，別紙審決書写に記載のとおりである。審決は，要するに，①本件

商標から生ずる自然の称呼は「セントエラ」ないし「セイントエラ」であって，「聖

者エラ」の観念を生ずるから，別紙２記載１の商標（以下「引用商標１」という。）

と外観，称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の

商標で，商標法４条１項１１号には該当しない，②引用商標１は，原告の業務に係

る商品「香水」を表示するものとしても，原告のブランドの略称を表示するものと

しても，取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない上

に，本件商標とは，商標それ自体全く別異の商標というべきであり，また，別紙２

記載２の商標（以下「引用商標２」という。）及び同記載３の商標（以下「引用商標

３」という。また，引用商標１ないし３を併せて「引用各商標」という。）は，我が

国のファッション関連の商品分野の取引者・需要者の間に広く認識されてはいるも

のの，本件商標とは，商標それ自体全く別異の商標というべきであるから，本件商

標は，商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできず，同

項１５号にも該当しないとするものである。 

第３ 取消事由に係る当事者の主張 

 １ 原告の主張 

 (1) 商標法４条１項１１号該当性判断の誤り（取消事由１） 

 審決は，本件商標の構成全体に相応して生ずる自然の称呼は，「セントエラ」ない

し「セイントエラ」であって，構成全体として「聖者エラ」の観念を生じるものと

認定した。しかし，以下のとおり，本件商標からは，「ステラ」との称呼及び「ステ

ラという女性の名前」との観念も生じるから，審決の判断には，誤りがある。 

 ア 本件商標は，外観上の一体性が強く，このような外観上の一体性に鑑みると，
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本件商標に接した取引者・需要者は，これを「Ｓｔ」と「Ｅｌｌａ」の２語からな

る商標とみて，対応する称呼を認識するのみならず，「ＳｔＥｌｌａ」と一連に連な

った欧文字６文字全体から生じる「ステラ」を，本件商標から生じる自然な称呼と

して認識する可能性がある。一連に連なった欧文字６文字全体を読み下したときに

は，自ずから「ステラ」との称呼が生じる。この点は，第三者である調査会社が実

施した調査（甲１９１）からも裏付けられる。 

 イ 本件商標が，化粧品という比較的小さな商品の上に表示されるものであると

いう取引の実情によっても，本件商標は連続した一連の文字と認識され，「ステラ」

との称呼が生じる。 

 ウ 一般的な辞書・辞典類には，ピリオドを帯同しない「Ｓｔ」を「Ｓａｉｎｔ」

の略として使用することは紹介されていないことからすると，「Ｓｔ」を「Ｓａｉｎ

ｔ」の略として使用することは，我が国の取引者・需要者にとって一般的でない。

また，「Ｅｌｌａ」の文字は，女性の名前としては親しまれておらず，「Ｓｔｅｌｌ

ａ」の文字が親しまれている。このような，本件商標の構成態様及び「Ｓｔ」及び

「Ｅｌｌａ」それぞれの語に対する一般人における認知度に照らすならば，本件商

標は，｢Ｓｔ｣の文字部分と「Ｅｌｌａ」の文字部分に分離して観察されて，「セント

エラ」あるいは「セイントエラ」の称呼や「聖エラ」との観念が生じる可能性は低

い。少なくとも，本件商標から，そのような称呼及び観念のみが生じるとすること

はできない。 

 エ 本件商標の使用権者の名称はステラズ・チョイス社であること，本件商標を

使用するブランドの創設者の名前がステラであることに鑑みると，本件商標に接し

た取引者・需要者は，「ステラ」と称呼する可能性も相当程度あるといえる。 

 オ 以上のとおり，本件商標は，「ステラ」との称呼及び「ステラという女性の名

前」の観念も生じるから，引用商標１と類似する。したがって，商標法４条１項１

１号に該当しないと審決の判断には誤りがある。 

 (2) 商標法４条１項１５号該当性判断の誤り（取消事由２） 
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 審決は，引用商標２及び３が，原告の創始者でありデザイナーでもあるステラ・

マッカートニーの業務に係る商品として取引者・需要者の間に広く認識されていた

ものと認めることができるとしながらも，本件商標から「ステラ」の称呼が生じる

可能性は極めて低いと断定し，本件商標と引用商標１が類似しないことを前提とし

て，出所の混同は生じないと判断した。 

 しかし，審決の上記判断は，以下のとおり，本件商標と引用商標１との類否を誤

るばかりでなく，取引の実情を考慮せずに判断した点で誤りがある。 

 すなわち，引用商標２及び３は，世界的に周知著名な英国のデザイナーであるス

テラ・マッカートニーの取扱いに係るアパレル商品に使用されており，日本を含む

世界各国で高い人気を博しているブランド「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」

（以下「原告ブランド」という。）に使用される商標として，高い周知著名性を確立

している。また，本件商標は，「ステラ」との称呼と「ステラという女性の名前」と

の観念が生じ得ることを前提とすれば，引用商標２及び３の語頭部分から生じる称

呼及び観念と一致し，その類似性の程度は高い。さらに，本件商標の指定商品と引

用商標２及び３が使用される商品（主として婦人服）は，その需要者の範囲や用途

において高い関連性を有している。そして，原告ブランドは，婦人服のみならず引

用商標１を使用した香水を製造・販売しており，このことは，我が国における本件

商標の指定商品の取引者・需要者の間でも広く認識されている。そうすると，本件

商標がその指定商品に使用される場合には，商品の出所について取引者・需要者が

誤認混同する可能性は優に認められる。 

 そうすると，「ＳｔＥｌｌａ」の文字からなる本件商標が使用された商品に接した

取引者・需要者は，これより「ステラ」との称呼や，「ステラという女性の名前」と

の観念を感得し，原告の周知著名なアパレルブランドである「ＳＴＥＬＬＡ Ｍｃ

ＣＡＲＴＮＥＹ」やそのデザイナーであるステラ・マッカートニーあるいはその香

水ブランドである「ＳＴＥＬＬＡ」を連想し，あたかも原告の関連会社又は原告か

ら許諾を受けた者の取扱いに係る商品であるかのごとく誤認し，その出所について
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混同するおそれが高いというべきある。 

 以上によれば，本件商標について商標法４条１項１５号に該当しないとした審決

の判断には誤りがある。 

 ２ 被告の反論 

 (1) 商標法４条１項１１号該当性判断の誤り（取消事由１）に対して 

 本件商標は，「Ｓ」と「Ｅ」の文字が大文字で表記され，それ以外の文字が小文字

で表示されていること，「Ｓｔ」と「Ｅｌｌａ」とは離れていること，「Ｓｔ」と「Ｅ

ｌｌａ」の各部分は，それぞれが一連に表記されていることに照らすならば，本件

商標は，「Ｓｔ」と「Ｅｌｌａ」の２語よりなる商標と認識される。したがって，本

件商標からは，「ステラ」との称呼は生じない。 

 原告が依頼して行った調査（甲１９１）は，信頼性が低く，取引者・需要者の認

識を正確に反映したものとはいえない。この調査によるとしても，本件商標を「Ｓ

ｔ」と「Ｅｌｌａ」の２語からなると認識したときに生じる称呼（「セント○○」，

「セイント○○」，「エスティー○○」，「スト○○」）を回答した者が大半であり，「ス

テラ」は少数であって，原告の主張と矛盾する結果となっている。 

 我が国においてはピリオドのない「Ｓｔ」が「Ｓａｉｎｔ」の略として使用され

る事実がある。需要者は，「Ｓｔ」の後にピリオドがあるかないかという微細な点ま

では気にせず「Ｓｔ」を見れば瞬時に「聖」の意味と理解し「セント」ないし「セ

イント」と読むことができる。「Ｅｌｌａ」は，日本人にもなじみのある名前という

べきである。 

 使用権者の名称やその創業者の氏名は，海外で作成された英語のウェブサイトに

現れるもので，我が国の需要者が知り得る可能性は低い。 

 以上のとおり，本件商標からは，「ステラ」との称呼，及び「ステラという女子の

名前」との観念は生じず，本件商標と引用商標１は，外観，観念，称呼のいずれに

おいても互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 

 (2) 商標法４条１項１５号該当性判断の誤り（取消事由２）に対して 
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 原告の有する商標「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」が我が国で周知であっ

たとしても「ＳＴＥＬＬＡ」が原告の有する商標の略称であることを認めるに足り

る証拠はない。 

 原告は，「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」(引用商標２及び３)の中で最も注

意を引く部分は「ＳＴＥＬＬＡ」であると主張する。しかし，ステラ・マッカート

ニーがポール・マッカートニーの娘であるということ，「ＳＴＥＬＬＡ」は，欧米人

の女性のありふれた名前であることからすれば，引用商標２及び３は，「ＳＴＥＬＬ

Ａ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」全体か「ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」に特徴があるものとして

需要者に認知されていると解される。 

 そして，本件商標からは，「ステラ」との称呼や「ステラという女子の名前」の観

念は生じないから，需要者には引用各商標とは異なる商標であると認識され，出所

の混同が生じるおそれはない。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 取消事由１（商標法４条１項１１号該当性判断の誤り）について 

 (1) 認定事実 

 ア 本件商標 

 本件商標の構成は，別紙１のとおり「 」との特徴のある筆記体により

描かれた「Ｓ」，「ｔ」，「Ｅ」，「ｌ」，「ｌ」，「ａ」の文字からなる。本件商標のうち，

「Ｓｔ」部分及び「Ｅｌｌａ」部分は，それぞれの部分を構成する文字が互いに繋

がっているのに対し，「Ｓｔ」部分の「ｔ」と「Ｅｌｌａ」部分の「Ｅ」との間には

間隙がある。 

 本件商標は，化粧品についてマレーシア法人「Ｓｔｅｌｌａ’ｓ Ｃｈｏｉｃｅ

（Ｍ）Ｓｄｎ．Ｂｈｄ．」がそのウェブサイトにおいて使用しており，本件商標を付

した商品は主に東南アジア諸国で販売されている。これらの国々では，本件商標は，

「セントエラ」又は「セイントエラ」と称呼されている。本件商標を使用するブラ

ンドの創設者は，「ＳＴＥＬＬＡ Ｋ．Ｙ．ＣＨＩＮ」である。（甲４の１ないし４
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の８，１５３，１６７） 

 イ 引用商標１及び取引の事情 

 引用商標１は，「ＳＴＥＬＬＡ」の文字からなる商標である（なお，引用商標２，

３は「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」の文字からなる商標である。)。  

 原告は，ファッションデザイナーであるステラ・マッカートニーがＧＵＣＣＩ（グ

ッチ）グループとのパートナーシップの下で平成１３年に創設した原告ブランドの

商品の製造販売を業とする法人であり，引用各商標を使用する者である。（甲５の１，

５の２）  

 原告ブランドに係る商品は，日本各地の百貨店内の店舗等や原告ブランドの路面

店などで販売されている。（甲１０，２８，２９，１２９） 

 我が国においては，原告ブランドあるいはデザイナーとしてのステラ・マッカー

トニーを指す場合には，「ステラ（ＳＴＥＬＬＡ）」と略称される場合がある。（甲１

４ないし１８，２３ないし２９，３２，３５，３６，４５，４９，６０，６５，６

６，６９，７３，８８） 

 ステラ・マッカートニーは，原告ブランドの他に，香水ブランドとして「ＳＴＥ

ＬＬＡ」も展開しており，引用商標１を表示している。（甲２，５，４１，４２，４

５ないし４７，４９，５０，５２，５４ないし５８，６０ないし６３，６５ないし

７４，７６，７８ないし９３）  

 ウ その他の事情 

 我が国で利用される代表的な辞典・辞書類には，「Ｓａｉｎｔ」の略語としては，

ピリオドを付した「Ｓｔ．」が記載されているが，ピリオドを付さない「Ｓｔ」が掲

載されている例もある。「Ｓａｉｎｔ」の略語としては，ピリオドを付して「Ｓｔ．」

とする例があるとともに，ピリオドを付さずに「Ｓｔ」とする例もある。（甲１４４

ないし１４６の１，１５４ないし１５７，１７４ないし１８８，乙１８ないし２４） 

 原告が依頼して調査会社がインターネット上で実施した調査の結果によれば，本

件商標の読み方としては「セントエラ」，「セント エラ」，「セント・エラ」又は「セ
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ント エラ」との回答が全体の１３．４パーセント，「ステラ」との回答が９．６パ

ーセント，「セイントエラ」又は「セイント エラ」との回答が３．２パーセント，

「ストエラ」との回答が２．８パーセントなどとなっている。（甲１９１） 

 (2) 類否についての判断 

 ア 称呼の類否について 

 (ｱ) 本件商標 

 本件商標については，「セントエラ」又は「セイントエラ」との称呼を生じ，「ス

テラ」との称呼は生じないとするのが相当である。 

 すなわち，本件商標の構成は別紙１のとおりであるところ，①本件商標のうち，

「Ｓｔ」部分及び「Ｅｌｌａ」部分は，それぞれを構成する文字が互いに繋がって

いるのに対し，「Ｓｔ」部分の「ｔ」と「Ｅｌｌａ」部分の「Ｅ」との間には間隙が

あること，②「Ｓｔ」部分と「Ｅｌｌａ」部分とのそれぞれ先頭の文字である「Ｓ」

と「Ｅ」が大文字で，その他の文字は小文字で表記されていること，③したがって，

本件商標に接した取引者・需要者は，「Ｓｔ」部分と「Ｅｌｌａ」部分から構成され

る商標であると認識すると解されること，④「Ｓａｉｎｔ」の略語としては，ピリ

オドを付さずに「Ｓｔ」とのみ表記することも通常の表記態様であること，⑤原告

が依頼して実施した調査によっても本件商標を「セントエラ」等と読むと回答した

者が最も多く，本件商標に接した者は，「Ｓｔ」部分と「Ｅｌｌａ」部分に分けて認

識し，かつ，前者を「Ｓａｉｎｔ」の略であると理解しているとの回答が多いこと

等の諸事情を総合すると，本件商標からは「セントエラ」又は「セイントエラ」と

の称呼が生じると認められる。 

 以上のとおり本件商標が「Ｓｔ」部分と「Ｅｌｌａ」部分とに分けて認識される

ことに照らすと，特段の事情のない限り，両者を連続した一体のものと認識される

ことはないというべきであるから，「ステラ」との称呼は生じないと解するのが相当

である。 

 (ｲ) 称呼の類否判断 
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 引用商標１からは「ステラ」との称呼が生じる。「セントエラ」又は「セイントエ

ラ」との本件商標の称呼と「ステラ」との引用商標１の称呼は，構成する音数，音

質，音感のいずれも異なるもので称呼上類似しない。 

 イ 外観の類否について 

 本件商標の外観は，別紙１に記載のとおりであって，各文字を筆記体風に表記す

るのに対して，引用商標１は，各文字を活字体で表記するものであって，両者は外

観上相違する。 

 ウ 観念の類否について 

 前記アのとおり，本件商標に接した取引者・需要者は，本件商標を「Ｓｔ」部分

と「Ｅｌｌａ」部分に分けて認識すると解される。我が国で利用されている代表的

な辞典･辞書によれば，「Ｓｔ」部分からは，「聖」又は「聖者」等の観念が生じると

解され，また「Ｅｌｌａ」部分からは，「エラという女性の名前」という程度の観念

が生じるから，本件商標は全体として「聖エラ」又は「聖者エラ」という程度の観

念が生じることになる。前記のとおり，「Ｓａｉｎｔ」の略語としては「Ｓｔ」のみ

を用いることも普通の態様であることに照らすならば，「Ｓｔ」の後にピリオドが付

されていないことはこの判断を妨げない。 

 これに対し，引用商標１からは，「ステラという女性の名前」という程度の観念が

生じるから，本件商標と引用商標１とは観念において相違する。 

 エ まとめ 

 以上のとおり，本件商標と引用商標１とは，称呼，外観及び観念のいずれも相違

するものであって，その他の取引の実情を考慮したとしても，両者は互いに相紛れ

るおそれのない非類似の商標というべきであるから，本件商標が商標法４条１項１

１号に該当する商標ではないとした審決の結論には違法はない。 

 (3) 原告の主張について 

 以上の認定判断に対して，原告は，本件商標の使用者の名称が「Ｓｔｅｌｌａ’

ｓ Ｃｈｏｉｃｅ（Ｍ）Ｓｄｎ．Ｂｈｄ．」であることや，ブランドの創業者の名が
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「ＳＴＥＬＬＡ Ｋ．Ｙ．ＣＨＩＮ」であること等を指摘して，本件商標からは「ス

テラ」であること等を指摘して，本件商標からは「ステラ」との称呼も生じるなど

と主張する。 

 しかし，原告主張に係る事実を前提としたとしても，そのことをもって，本件商

標から「ステラ」の称呼が生じると合理的に解することはできず，原告の主張は採

用できない。 

 ２ 取消事由２（商標法４条１項１５号該当性判断の誤り）について 

 本件商標と，引用商標１が類似しないことは，前記１(2)のとおりである。 

 引用商標２及び３は，いずれも「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」の文字を

横書きしてなる商標であるところ，引用商標２及び３からは，その構成文字に相応

して「ステラマッカートニー」の称呼，及び「ステラ・マッカートニーという女性

の名前」という程度の観念を生じ，さらには，原告ブランド又はステラ・マッカー

トニーを指して「ステラ」と略称されること場合もあることからすれば，「ステラ」

との称呼と「ステラという女性の名前」程度の観念を生じる場合があるとも認めら

れる。 

 他方，前記のとおり，本件商標からは「セントエラ」又は「セイントエラ」との

称呼，及び「聖エラ」又は「聖者エラ」との観念が生じるから，本件商標と引用商

標２及び３は，称呼及び観念において相違する。また，本件商標と引用商標２及び

３は，その外観上明らかに相違する。 

 そうすると，本件商標と引用各商標は全く別異の商標というべきものであって，

その他本件に現れた事情を考慮しても，本件商標は，その指定商品に使用された場

合に，当該商品が原告又は原告と何らかの関係のある者の業務に係る商品であると

いうように，商品の出所に混同が生じるおそれがある商標とはいえないから，本件

商標が商標法４条１項１５号に該当するものではないとした審決の結論に違法はな

い。 

 ３ まとめ 
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 以上のとおり，審決には，原告の主張に係る取消事由はない。原告は，その他縷々

主張するが，いずれも採用の限りではない。よって，原告の請求を棄却することと

して主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第１部 

 

 

 

         裁判長裁判官                       

                     飯   村   敏   明 

 

 

 

            裁判官                       

                     八   木   貴 美 子 

 

 

 

            裁判官                       

    小   田   真   治 
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別紙１ 

構成 

 

指定商品 

第３類「化粧品，頬紅，口紅，リップスティック，唇ケア用リップスティック，ア

イシャドウ，アイライナー，マスカラ，アイブロウ，クレンジングクリーム，スキ

ンケア化粧品，スキンクレンジング用化粧品，美白化粧品，美白効果のあるクリー

ム，アイクリーム，化粧水，フェイスクリーム，クリーム，皮膚を滑らかにする乳

液，スキンケア乳液，ファンデーション，しわ防止用クリーム，しわとりクリーム，

クリーム状の角質除去用化粧品，下地用化粧品，日焼け止め乳液，美白効果のある

乳液，日焼け止めクリーム，洗顔クリーム，洗顔用乳液，リップグロス，ボディク

リーム，ハンドクリーム，顔用の使い捨てのマスク状の化粧品」 
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別紙２ 

 １ 「ＳＴＥＬＬＡ」の文字を横書きしてなり，第３類「香水類，化粧品」を指

定商品とする登録第５４３８７０１号商標（平成２０年１１月１３日登録出願，平

成２３年９月１６日設定登録）。  

 ２ 「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」（「ＳＴＥＬＬＡ」の文字部分と「Ｍ

ｃＣＡＲＴＮＥＹ」の文字部分との間には，半文字程度の間隔がある。）の文字を横

書きしてなる商標。  

 ３ 「ＳＴＥＬＬＡ ＭｃＣＡＲＴＮＥＹ」（「ＳＴＥＬＬＡ」の文字部分と「Ｍ

ｃＣＡＲＴＮＥＹ」の文字部分との間には，半文字程度の間隔がある。）の文字を横

書きしてなり，第３類「Perfumes, eau de toilette, eau de cologne, deodorants 

for personal use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes; 

soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up preparations; 

make-up removing preparations; make-up powders; cosmetic creams; cosmetic 

preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath, for 

sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for cosmetic purposes; 

blush; nail polish; lipsticks; hair lotions and non-medicated preparations for 

hair care; shampoos; shaving preparations, shaving soaps; dentifrices.」及

び第９類「Spectacles (optics); sunglasses; goggles for sports; spectacle 

cases; spectacle glasses; spectacle frames; optical goods; anti-glare glasses; 

contact lenses; correcting lenses (optics); containers for contact lenses; 

binoculars; magnifying glasses (optics).」を指定商品とする国際登録第７９６

２５８号商標（２００２年１２月３０日にイギリス国においてした商標登録出願に

基づきパリ条約第４条による優先権主張，２００３年１月２７日国際登録，平成１

６年１月９日設定登録。）。  


